
 

 

2016 年 6 月 15 日 

参議院議員選挙候補予定者各位 

グリーン連合 

 共同代表 藤村コノヱ、中下裕子、杦本育生 

 

環境政策に関するアンケート「エコ議員つうしんぼ」のお願い 

 

拝啓 梅雨の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より国内政策の向上に向けて

ご尽力頂き、誠にありがとうございます。参議院議員選挙を７月に控え、大変ご多忙中のことと存

じます。 

 

 さて、私たちは昨年 6 月、日本各地で様々な環境活動に携わる環境 NGO・NPO・市民団体の全国ネ

ットワークです。現在、危機的状況にある地球環境を保全し持続可能で豊かな社会構築に向けた大

きなうねりを日本社会に巻き起こすために活動を展開しており、この 5月には市民版環境白書 2016

「グリーン・ウォッチ」も発刊し、大変ご好評をいただいているところです。 

 現在、国内の環境政策が十分に進まない状況にある中、今年７月の第 24 回参議院議員選挙は環

境政策を前進させる上でも非常に重要な選挙だと考えています。そこで、候補予定者の皆様に環境

政策に対しての考え方をお伺いするべくアンケートを実施させていただくこととしました。 

 

 アンケートは、現在重要な論点とされる 20 の環境政策について、こちらの「政策提言」に賛同

するかしないかを１～５の選択肢から選んでいただくものです。大変、ご多忙中恐縮ではございま

すが、裏面の回答用紙にご記入の上、FAX もしくはメールにて 6 月 21 日（火）までにご返信いただ

きますよう、よろしくお願い致します。いただいた回答は、回答がなかった場合も含めて、すべて

「エコ議員つうしんぼ」に掲載させていただくこととしています。 

 何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

＜回答選択肢＞ 

 １ とてもよい提案である。私が提案の主体になってもよい。又はコメント（５点） 

 ２ 提案されれば賛同する。又はコメント（４点） 

 ３ 保留。今の知識では判断できない。又はコメント（３点） 

 ４ 賛成しない。又はコメント（２点） 

 ５ その他。コメントのみ（配点は１点～５点：事務局が内容から判断します） 

 

敬具 

＜主催＞グリーン連合「エコ議員つうしんぼ」実行委員会 

＜アンケート返却・実施窓口＞気候ネットワーク東京事務所 

 〒１０２－００８２ 東京都千代田区一番町９－７ 一番町村上ビル６F 

 TEL：０３－３２６３－９２１０ FAX：０３－３２６３－９４６３ Email：greenrengo@gmail.com 

  



 

 

「エコ議員つうしんぼ」回答用紙 

（FAX：03-3263-9463 Email：greenrengo@gmail.com） 
 

*回答選択肢の中で、（1 提案主体になる、2賛同する、3保留、4賛成しない、5その他） 

の当てはまるものに◯をつけてください。 

番号 政策提言 回答選択肢 

１ 2016 年にパリ協定を批准し、長期目標を国内法に掲げる １ ２ ３ ４ ５ 

２ 2030 年温室効果ガス削減目標を引き上げる １ ２ ３ ４ ５ 

３ 炭素税や排出量取引制度を導入する １ ２ ３ ４ ５ 

４ 再エネ目標を 2030 年に 40％以上とする １ ２ ３ ４ ５ 

５ 原発ゼロをめざす １ ２ ３ ４ ５ 

６ 原発事故避難者の帰還促進政策を改める １ ２ ３ ４ ５ 

７ 核燃料サイクルから撤退する １ ２ ３ ４ ５ 

８ 原発の安全基準を厳格化する １ ２ ３ ４ ５ 

９ 放射性物質が付着した廃棄物の再生利用を禁止する １ ２ ３ ４ ５ 

１０ 「化学物質政策基本法」（仮称）の制定 １ ２ ３ ４ ５ 

１１ ネオニコチノイド系農薬を使用中止にする。 １ ２ ３ ４ ５ 

１２ 
環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）に対する規制を導入

する 
１ ２ ３ ４ ５ 

１３ 
違法伐採木材の国内流通をゼロにして日本の森林・林業活性

化に寄与する 
１ ２ ３ ４ ５ 

１４ 「種の保存法」の財産権尊重条項を削除し、抜本的に見直す １ ２ ３ ４ ５ 

１５ 
リニア新幹線ではなく、地域の公共交通機関への公的支援を

拡大する 
１ ２ ３ ４ ５ 

１６ 河口堰を開門・ダムを撤去して河川再生を推進する １ ２ ３ ４ ５ 

１７ 
グリーン購入法を全面改正し、持続可能な消費推進法を制定

する 
１ ２ ３ ４ ５ 

１８ オーフス条約に加入し、早期に国内法を整備する １ ２ ３ ４ ５ 

１９ 
環境政策決定段階での市民参加を促進し保障する仕組みをつ

くる 
１ ２ ３ ４ ５ 

２０ 全ての政策の基軸に「環境」を据える仕組みをつくる １ ２ ３ ４ ５ 

 

＜自由回答欄＞  ＊書ききれない場合は、別紙にお書きください。 

【番号  】 

 

【番号  】 

 

【番号  】 

 

 

氏名：               （所属政党：         ） ❏選挙区（   ）・❏比例  

連絡先：電話番号                 Email               担当者名         

 



 

 

参議院議員選挙 2016 エコ議員つうしんぼ 
環境政策提言２０ 

＊それぞれの提言についての賛否を５つの選択肢から選び、回答用紙にお書きいただき、6月 21 日

(火)までにご返信ください。 

 

先の G7 合意に準じて 2016 年にパリ協定を批准する。そしてパリ協定と整合的な長期目標を国内

法に掲げる。 

＜背景＞ 

 昨年末に気候変動枠組条約締約国会合で合意された「パリ協定」は、地球平均気温の上昇を産業革命

前に比べて 1.5℃、2℃未満とする長期目標に向けて、国別の排出削減や適応の行動を 5 年ごとに評価

し見直すサイクルを織り込み、各国に国内措置の実施を求めている。 

G7 伊勢志摩サミットの首脳宣言では、パリ協定について、可能な限り早期の締結のための措置をとるこ

とを約束し、そして、全ての国に 2016 年に発効するという目標に取り組むことを呼びかけた。また、

2020 年より十分先立って長期戦略を策定すること：パリ協定に基づき求められている温室効果ガス低排

出発展長期戦略の策定について、G7 諸国が先立って策定・通報することを約束している。日本にとって

は、G7 合意に準じて、早期にパリ協定締結のプロセスを進めるとともに、気候変動政策の長期戦略を策

定する必要がある。 

 

政策提言 2 ＜気候変動・エネルギー＞2030 年温室効果ガス削減目標を引き上げる 

日本は「2030 年に 2013 年度 26％削減」を見直し、パリ協定の合意内容に遜色ない目標も「2030

年に 1990 年比で 40％削減以上」の野心的な目標にあらためる。 

＜背景＞ 

パリ協定に示された「1.5～2℃未満」の長期目標を達成するためには、現在 2020 年以降の目標として

各国が提出した INDC（国別約束草案）の目標を足しあわせても達成できないことが明らかになっている。

さらに、日本が提出した「2030 年に 2013 年度 26％削減」は、国際的な研究機関からもその目標が不十

分であることが指摘され、最も低いランク「不適切」と評価されている。 

パリ協定の合意内容に遜色ない中期目標としては「2030 年に 1990 年比で少なくとも 40％以上削減」な

どに引き上げることは不可欠である。 

 

政策提言 3 ＜気候変動・エネルギー＞炭素税や排出量取引制度を導入する 

気候変動の主要因である CO2 の排出を経済的手法で抑制するために、CO2 の排出に炭素税をかけ

たり、排出量取引を導入したりする。 

＜背景＞ 

日本では、税率の低い地球温暖化対策税は導入されているものの、現状では価格インセンティブには

ならず、特に石炭燃料価格が安価であることから、石炭火力発電所の割合は 1990 年以降で 3 倍にも増

えてきた。そのため、国内の CO2 排出量も増加傾向にある。「パリ協定」の合意を受けて、国内で大幅

に温室効果ガスを削減するためには、「炭素に価格をつける」しくみとして、炭素税やキャップ＆トレ

ード型排出量取引制度を導入することが有効である。 

  

政策提言 1 ＜気候変動・エネルギー＞2016 年にパリ協定を批准し、長期目標を国内法に掲げる 



 

 

 

政策提言 4 ＜気候変動・エネルギー＞再エネ目標を 2030 年に 40％以上とする 

日本全体の 2030 年度の年間発電量に占める再生可能エネルギーの割合を 40％以上にすることを

日本政府の目標として関連法案やその政省令、エネルギー基本計画等に盛り込む。 

＜背景＞ 

経産省は、2015 年 7 月に長期エネルギー需給見通しを決定したが、その中で日本の 2030 年度の全発電

量に占める再生可能エネルギーの目標を 22〜24％としているが、この目標では太陽光や風力等の発電量

の目標が電力系統や賦課金等の制約で低く抑えられ、消費電力を削減する省エネルギーも不十分である。 

一方で、2016 年 3 月にはエネルギー供給構造高度化法の基本方針(告示)において 2030 年度の全発電事

業の非化石電源の割合を 44%以上に目指すことを全ての小売電気事業者にも求めており、原発ゼロを前

提として再生可能エネルギーの目標は少なくとも 40%以上を目指す必要がある。 

 

政策提言 5 ＜原発関連＞原発ゼロをめざす 

10 年以内に脱原発を達成するために脱原発基本法の制定をめざす 

＜背景＞ 

いったん事故が起きたら国家ですら責任が取れない原子力発電所は、人類の将来世代への倫理に反す

る。ゼロにすることが理にかなっている。平成 24 年 9 月 14 日のエネルギー・環境会議で決定された「エ

ネルギー・環境戦略」でも、圧倒的な「原発ゼロ」の国民の意向がパブリックコメントや意見聴取会に

表れた。この世論の高まりはデータを見る限り、未だ冷めていない。原発ゼロをめざすためには、国会

で脱原発基本法を制定する必要がある。 

 

政策提言 6 ＜原発関連＞原発事故避難者の帰還促進政策を改める 

政府は「居住制限区域」、「避難指示解除準備区域」を遅くとも 2017 年３月までに解除、対象地

区の住民への慰謝料の支払いは 2018 年３月で一律終了という方針を決めている。また政府と福島

県は自主的避難者の住宅支援を 2017 年 3 月で終了させる方針を打ち出している。住宅支援や賠償

の打ち切りにより、帰還を望まない避難者が貧困に陥ることが懸念されている。住民の意向を無視

した早期の避難指示区域の解除と賠償の打ち切り方針の撤回、住宅支援の継続を実現する。 

 

政策提言 7 ＜原発関連＞核燃料サイクルから撤退する 

目的を失った核燃料サイクルは、再処理工場建設・高速増殖炉開発、プルトニウムの保管も極め

て高コストであり、国民の生活を脅かす多大な負担となっている。直ちに核燃料サイクルを廃止す

る。 

＜背景＞ 

核燃料サイクルの柱となる青森県六ケ所村の再処理工場に必要とされる費用は、電気料金を通して５

兆円以上が集められ、およそ 3 兆円が使われてきたが、建設が始まってから 20 年以上たっても稼働し

ていない。高速増殖炉の原型炉とされる「もんじゅ」に対して１兆円を超える国費が投入されてきたが、

試験運転時に事故を起こして以来 20 年以上にわたって停止している。再処理から撤退することで電気

料金を下げ、高速増殖炉開発から撤退することで無駄な国費を削減し、福島原発事故の被災者の支援に

当てるべきだ。 

  



 

 

 

政策提言 8 ＜原発関連＞原発の安全基準を厳格化する 

福島原発事故を受けて規制基準が少しは厳しくはなったが、それでも耐震評価が甘い、火山評価

が誤っている、意図的な攻撃への備えが不十分、原子力災害対策が規制基準から除外されている、

などまだまだ緩い。これでは事故の再発は防ぐことはできない。最新の知見を反映させて、規制基

準を厳格化する。 

＜背景＞ 

熊本地震の知見から、原発の耐震性が現行の評価手法では過小評価になると、地震学の専門家であり

元原子力規制委員の島崎邦彦氏が指摘している。火山評価は巨大噴火が予知できるとの前提に立った規

制となっているが、火山学者の多くが予知不能と指摘している。また、原発を襲う火山灰に対して人間

がフィルター交換などで対応するとしている点で現実性がない。原発に対する大型航空機による意図的

な攻撃があっても深刻な放射能被害をもたらさないように対策をとることが規制基準で求められてい

るが、実際には原子炉建屋への衝突は考慮されず、極めて不十分なっている。規制基準をいっそう厳し

くしないと福島原発事故の再発は防げない。 

 

政策提言 9 ＜原発関連＞放射性物質が付着した廃棄物の再生利用を禁止する 

福島原発事故で飛散した放射能で汚染された廃棄物（特定廃棄物）を公共事業に再生利用する方針

が環境省から示されているが、これは放射能の全国へのいっそうの拡散であり、禁止するべきだ。 

＜背景＞ 

すでに 3000 ベクレル/kg 以下の汚染廃棄物は福島県内の公共事業で再生利用されている。直ちに止める

べきだ。環境省はさらにこのレベルを緩和して8000ベクレル/kg以下の汚染物の再生利用の方針を示し、

16 年度から実証試験に入ろうとしている。放射能に対しては集中管理が基本であり、拡散させてはなら

ない。 

 

政策提言 10 ＜化学物質＞「化学物質政策基本法」（仮称）の制定 

 日本の化学物質管理体系は用途別・毒性別の縦割り規制で、それらを統括する司令塔もない。この

ような問題点を克服して化学物質の総合的管理を実現するため、基本理念、関係者の責務、施策の基

本事項を定めるとともに、化学物質に関する省庁横断的な行政組織の設置を定める「化学物質政策基

本法(仮称)」を制定する。 

 

政策提言 11 ＜化学物質＞ネオニコチノイド系農薬を使用中止にする 

 ネオニコチノイド系農薬は有機リン系に代わるものとして 1990 年代から使用されるようになった

農薬だが、ミツバチ大量死の原因物質であるとともに、タバコのニコチン同様、子どもの脳の発達に

悪影響を及ぼすとの懸念もある。ＥＵでは 2013 年 12 月に暫定的使用禁止措置が講じられており、

他の国々でも規制の動きが進んでいる。日本でもすみやかに使用禁止にすべきである。 

 

政策提言 12 ＜化学物質＞環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）に対する規制を導入する 

 日本では「終わった」とされている環境ホルモン問題だが、環境ホルモンが原因と疑われる疾患が

増加傾向にあることがＷＨＯ等で報告され、ＥＵでは、一般化学品、農薬類、化粧品について使用規

制を行うことが決定されている。日本でも農薬・生活用品等についての使用規制を実施すべきであ

る。 



 

 

 

政策提言 13 ＜森林保全＞違法伐採木材の国内流通をゼロにし、日本の森林・林業活性化に寄与す

る 

盗伐、密輸、各種許可証偽造、税の未払いなどなど、違法伐採により不当に安い木材の流通を撲滅

し、持続可能な森林経営・生産に由来する木材・木材製品の流通を促進する制度を確立する。 

＜背景＞ 

EU、米、豪が違法伐採木材の流通撲滅を目指し、民間取引をも対象とした罰則の伴う規制法を制定、施

行している。日本もようやく世界に追随する形で、5/13 に新たな法律「合法伐採木材等の流通及び利用

の促進に関する法律」を制定した。しかしながら、本法は大枠を規定したのみで、詳細に関しては主務省

令、ガイドラインに委ねている。本法の効力を最大限にして、実際に違法伐採木材の流通を撲滅するため

には、厳格な規定を主務省令やガイドラインに盛り込まなければならない。 

 

政策提言 14 ＜生物多様性＞「種の保存法」の財産権尊重条項を削除し、抜本的に見直す 

「種の保存法」について、財産権尊重条項を削除し、生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）

における愛知目標が達成できるよう抜本的に見直す。 

 2010 年 10 月、COP10 が名古屋市で開かれ、2011 年以降の新戦略計画（愛知目標）が採択されたが、

愛知目標を達成するためには現行の「種の保存法」の抜本的強化が不可欠である。 

 

政策提言 15 ＜公共事業＞リニア新幹線ではなく、地域の公共交通機関への公的支援を拡大する

大部分が深い地下トンネルを走行するリニア新幹線は、建設段階から環境への悪影響は深刻であ

り、走行には膨大な電力を消費し、車両火災事故等安全面でも大きな懸念がある。一方、高齢化が進

行する地方では、公共交通の拡充が待ったなしの状況であり、温暖化防止、地方再生からも公的支援

の拡充が重要である。 

 

政策提言 16 ＜公共事業＞河口堰を開門・ダムを撤去して河川再生を推進する 

 既に建設された長良川河口堰などの堰やダムの検証を、情報を公開し、広く住民の熟慮・意見表明

の機会を保障して、住民投票などにより合意が形成されたものから堰を開門し、ダムを撤去して、河

川の再生を推進する。 

＜背景＞ 

 日本では、戦後経済回復、高度経済成長時代から、ダム建設など河川工事が進められてきた。しか

し、欧米など先進国では、現在、自然生態系を再生するために、建設してきたダムや河口堰を撤去す

る動きが進んでいる。日本でも、生物多様性第 10 回締約国会議で合意された愛知ターゲットの実現

に鑑み、新設のダムや堰の検討だけでなく、既設のダムや堰の運用状況を検証し、撤去が適切なもの

は速やかに撤去して、自然再生を推進することが必要である。 

 

政策提言 17 ＜グリーン購入＞グリーン購入法を全面改正し、持続可能な消費推進法を制定する

グリーン購入法を改正し、地方自治体にグリーン購入を義務化するとともに、国及び自治体がグリ

ーン購入をすすめる消費者活動を支援する責務を定める。また SDGs の具体化として持続可能な消費

に転換するため、国、自治体、事業者の義務と消費者活動の支援を定めた新法を制定する。 

  



 

 

 

政策提言 18 ＜市民参加＞オーフス条約に加入し、早期に国内法を整備する 

 オーフス条約は、1998 年に採択された、リオ第１０原則（環境分野における市民参加の原則）が定

める３つの柱（①知る権利、②政策決定に参加する権利、③裁判を受ける権利）についての最低基準

を定めた条約である。日本は未加入なので、すみやかに加入するとともに、同条約に適合するよう国

内法を整備すべきである。 

 

政策提言 19 ＜市民参加＞環境政策決定段階での市民参加を促進し保障する仕組みをつくる 

 環境政策は全ての国民の暮らし、社会経済活動に深く関係することから、その決定には国民各層の

意見が反映される必要がある。しかし、現状では、一部利害関係者と省庁間の調整、政権の意向が強

く反映され、国民の不利益につながるケースも多いことから、環境政策決定段階で、市民参加を促進

し保障する仕組みを作る必要がある。 

 

政策提言 20 ＜環境政策全般＞全ての政策の基軸に「環境」を据える仕組みをつくる 

 大気、水、大地などの環境は全ての生命、社会経済活動の基盤であり、全ての政策の基軸に据えら

れるべきである。しかし、現状では縦割り行政の弊害が著しく、特に短期的経済性のみが重視された

政策が多く、将来世代に大きなツケを残すことは明らかである。 



 

 

参考）「グリーン連合」設立の趣旨 

 

「かけがえのない地球」をキャッチフレーズに環境問題についての初めての世界的会合「国連人間

環境会議」が開催されてから 43 年、人類社会の持続的な発展に道筋をつけることを意図した「地

球サミット」から 23 年が経過します。 

その間、世界においても、我が国においても、顕在化する環境問題の解決に向けて様々な対策がと

られてきました。こうした国際的な動きや健全な市民社会の形成を支援する NPO 法の制定もあり、

私たち市民の間でも、地域での環境保全活動、国や地球レベルでの環境政策に対する提言活動など

様々な活動を展開する環境 NPO/NGO が数多く誕生し、行政や企業とは異なる立場と専門性を活かし

た多様な活動により、問題解決のために努力しているところです。 

 

しかし、地球温暖化に伴う気候変動の激化は世界中に大きな被害をもたらし、第 6の絶滅の時代と

されるほどの生物多様性の喪失が続き、様々な化学物質による汚染が広がるなど、私たち人間の生

命や社会・経済活動の基盤である環境の悪化はとどまるところを知りません。さらに、福島第一原

子力発電所の過酷事故は、エネルギー転換の必要性だけでなく、私たちの文明の「豊かさ」に対す

る根源的な疑問を、日本のみならず全世界へ投げかけました。このままでは人類社会の存続さえも

危ぶまれる危機的状況にあります。 

 

周知のとおり、これらの問題は、地球の有限性を認識することなく経済の規模の拡大を追い求めて

きたこれまでの価値観や暮らし方、技術、社会経済システムに起因します。そのため、問題の解決

に向けては、科学的根拠に基づく倫理的で政治的な判断と人間の叡智に基づく、大きな社会変革を

伴う根源的な取組が不可欠です。 

 

しかし残念ながら、国内においては、根源的な政策転換は遅々として進まず、持続可能性をないが

しろにした目先の経済重視の政策が優先され続けています。 

 

私たち人類に残された時間は僅かしかありません。 

 

この状況を憂い、様々な環境問題を克服し、全ての生命と人間活動の基盤である「環境」を基軸と

した民主的で公正な持続可能な社会を構築するために、私たち環境 NGO/NPO は、各組織の個別の使

命や目的を超えて、現世代そして次世代の利益の為に、互いにつながり結集して、強く社会に働き

かけていくことが極めて重要であるとの認識に至りました。 

私たちは、日本各地で、様々な環境活動に携わる多くの仲間とつながり、これまで積み重ねてきて

経験と英知を結集し、危機的状況にある地球環境を保全し持続可能で豊かな社会構築に向けた大き

なうねりを日本社会に巻き起こすために、「グリーン連合」を設立いたします。 

 

2015 年 6 月 5 日 

 

現在会員数 76 団体(2016 年 5 月 10 日現在) 


